
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱 

令和８年３月１８日福祉局長決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、訪問介護サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス及び夜間対応型訪

問介護サービス（以下、「訪問介護等」という。）について、研修体制づくりやホームヘルパーの同行支援

など、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備、経営改善に向けた取組について支

援を行うことを目的に、さいたま市補助金等交付規則（平成１３年規則第５９号。以下「交付規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付の対象） 

第２条 この補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、令和７年１２月２５日老発１２２５第

５号厚生労働省老健局長通知の別紙「令和７年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱」

（以下、「実施要綱」という。）に基づく事業のうち、第３条の表の第１欄に定める種目を交付の対象と

する。 

（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、次の表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額と

を比較して少ない方の額を交付額とする。なお、次の表の第１欄に定める種目ごとの額に１，０００円

未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

１ 種目 ２ 基準額 ３ 対象経費 

登録ヘルパー等の常勤化

の促進の支援 

常勤化する登録ヘルパー等１人につき1月当たり

１０万円（３か月まで） 

訪問介護等サービス提供

体制確保支援事業に必要

な報酬、給料、職員手当

等、共済費、賃金、報償

費、旅費、需用費、役務

費、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費、負

担金、補助金及び交付金 

小規模法人等の協働化・

大規模化の取組の支援 

１事業者グループ当たり１５０万円 

 

（申請手続） 

第４条 この補助金の交付の申請は、様式第１号に関係書類を添えて、市長に提出して行うものとする。 

 （交付の決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、

速やかに補助金の交付を決定し、その旨を様式第２号により通知するものとする。 



２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要と認める

ときは、条件を付すことができる。 

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

⑴ 事業に要する経費の種目間における経費の配分の変更（それぞれの配分額のいずれか低い方の額の

１０％以内の変更を除く。）をする場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。 

⑵ 事業の内容の変更をする場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。 

⑶ 事業を中止し、または廃止する場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。 

⑷ 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に

報告してその指示を受けなければならない。 

⑸ 事業により取得し、または効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財産

については、交付規則第２０条の規定により市長が指定する期間を経過するまで、市長の承認を受け

ないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃

棄してはならない。 

⑹ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部

を市に納付させることがある。 

⑺ 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の

注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

⑻ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、様式第３号により速やかに、

遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに市長に報告しなければならない。

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に納付しな

ければならない。 

⑼ 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類

を整理し、かつ、帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止または廃止を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事

業により取得し、または効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財産があ

る場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、または交付規則第２０条の規定



により市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合に

は、様式第４号に関係書類を添えて、速やかに市長に提出して行うものとする。 

（実績報告） 

第８条 この補助金の事業実績報告は、様式第５号により、事業を終了した日から起算して１月以内に市

長に提出して行わなければならない。 

 （額の確定、交付等） 

第９条 市長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及び条件に適

合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を様式第６号により通知する。 

２ 市長は、前項の規定により確定した補助金の額を、補助事業者からの請求書の提出により交付する。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業者からの請求により、補助金の交付決定額の全部

又は一部を概算払により交付することができる。 

（補助事業に係る調査等） 

第１０条 市長は、必要があると認めたときは、交付規則第２２条の規定に基づき、交付の対象となる者

に対して報告を求め、または関係帳簿書類その他の物件を調査することができる。 

（補助金の取消し） 

第１１条 市長は、交付の対象となる者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の

全部または一部を取り消すものとする。 

⑴ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定または交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件または法令に違反したとき。 

⑷ 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供したとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、この交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。 

２ 市長は、交付規則第１５条の規定により補助事業者に対し交付すべき補助金の額を確定した場合にお

いて、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。 



（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月２３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  


